
 

 

 

武蔵野市子どもプラン推進地域協議会の運営案について 

 

１ 会議を公開することについて 

  協議会は原則として公開します。ただし、協議会委員の合意により非公開とすることが

できます。 

 

２ 傍聴要領について 

  傍聴のルールについては資料４のとおりです。 

 

３ 会議録について 

  会議要録（事務局で作成した案を委員が校正して完成させたもの）を作成し、市のホー

ムページに掲載します。 

  掲載内容 … 日時、場所、出席者、議事、発言内容。発言者氏名は匿名にします。 

 

４ 会議の時間について 

  会議の時間については、原則として２時間以内とします。ただし、委員の合意を得て、

延長することができます。 

 

５ 会議の日程・場所について 

 (1) 会議は、平日の夜間に行うものとします。 

 (2) 会議の開始時間は、午後６時からとします。 

 (3) 会議の開催場所については、原則として市役所または市内公共施設で開催します。 

 

資料３ 

令 和 ３ 年 ９ 月 2 7 日 
第１回子どもプラン推進地域協議会 


